
契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

1 建設課

木津川市木津南垣外118番地の3
井関ビル2階
木村土木建築株式会社
代表取締役　木村信幸

512-510災害復旧工事（梅谷新
池２号仮設道路撤去他）
２８－建－３

土木工事
仮設道路撤去工　　L=99m
地区外道路舗装工　L=80m

平成28年4月5日
～

平成28年5月31日
2,411,360 2,872,800

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

仮設道路用地が農地であり、作付時期５月末まで
に撤去する必要があり、かつ前工事と密接な関係
があるため、前工事施工業者を選定した。

2 建設課

木津川市山城町神童子三上山1
番地
山城町森林組合
代表理事組合長　木村浩三

林道維持管理業務
２８－建委－６

役務 刈払工 1.20ha
平成28年7月12日

～
平成28年12月15日

918,000 1,242,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

本業務は、山城町森林公園内の林道の維持管理を
行うことから、公園施設の作業道・遊歩道等の維
持管理と時期を合わせて施工する必要があり、ま
た、公園の利用状況によって作業日程を調整し公
園利用者の安全を確保する必要もある。このこと
から、森林公園の指定管理者である業者を選定し
た。

3 建設課

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ
口町123番地
京都府森林組合連合会
代表理事会長　青合幹夫

災害に強い森づくり事業測量
設計業務
２８－建委－９

役務 測量・設計一式
平成28年8月16日

～
平成28年12月15日

1,890,000 1,894,320

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

本現場の上下流は自然の渓谷であり、治山の目的
を逸脱しない工法及び森林保護を考慮した森林整
備を実施する必要があるので、森林土木に係わる
測量・設計、自然保護に係わる調査施工が可能な
る業者を選定した。

4 建設課

京都市上京区出水通油小路東入
丁子風呂町104番地の2 京都府
庁西別館
京都府土地改良事業団体連合会
会長　野中広務

防災重点ため池選定業務
２８－建委－１１

役務 選定資料作成業務　一式
平成28年10月3日

～
平成29年3月20日

3,153,600 3,153,600

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

京都府でため池一斉点検を受注した業者へ委託す
ることにより、年内に防災重点ため池選定するこ
とが可能であるため選定した。

5 建設課

京都市上京区出水通油小路東入
丁子風呂町104番地の2 京都府
庁西別館
京都府土地改良事業団体連合会
会長　野中広務

ため池点検調査業務
２８－建委－１２

役務 ため池点検調査　一式
平成28年10月3日

～
平成29年3月20日

3,585,600 3,585,600

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

京都府でため池一斉点検を受注した業者に委託す
ることにより、同一基準による判断（ため池一斉
点検時からの状況変化等の判断）が可能であるた
め選定した。

別記様式第６号（第３条関係）

平成２８年度　　随意契約結果＜建設部＞
（平成２９年３月３１日現在）

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格
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6 建設課

京都市上京区出水通油小路東入
丁子風呂町104番地の2 京都府
庁西別館
京都府土地改良事業団体連合会
会長　野中広務

木津用水地区施設計画策定調
査設計業務
２８－建委ー３

役務 調査・設計業務　一式
平成28年6月9日

～
平成29年3月15日

14,806,800 14,806,800

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号

本業務は前業務（「26-農委-5」木津かんがい排水
事業更新等予備調査業務）を見直すものであり、
引き続き実施する一体的な業務であること及び農
林水産省補助版標準積算システムを保有し、設計
積算業務を履行できる団体であるため、前業務の
受託者を選定した。

7 建設課
木津川市相楽城下145-1
宝測量設計㈱
代表取締役　傳寶義男

西垣外加茂線道路改良事業に
伴う用地測量業務
２８－建委－１３

測量
用地測量
A=0.47ha

平成29年3月1日
～

平成29年3月31日
831,600 1,807,920

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号

本事業の道路設計と密接な関係があることから、
当該受注者を選定した。

8 管理課
木津川市木津南垣外46－2
相楽土木建築株式会社
取締役社長　植村武司

道路維持修繕工事（その１） 土木工事 維持修繕作業　一式
平成28年4月1日

～
平成28年6月30日

1,291,680 1,543,320

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の
規定による。

今年度の落札者決定までの暫定措置として、市道
の安全かつ適切な維持管理を行い、緊急作業や災
害時の初期作業等に対応する必要があることか
ら、前年度の受注者を選定した。

9 管理課

大阪市淀川区宮原4-3-39大広新
大阪ﾋﾞﾙ9階
西日本旅客鉄道株式会社
取締役兼常務執行役員 近畿統
括本部長　平野賀久

関西本線・平城山間東中央線
４号橋の橋りょう定期点検業
務

役務 橋梁点検業務(１橋）
平成28年6月30日

～
平成29年3月31日

13,512,000 13,512,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の
規定による。

ＪＲ線跨線橋の点検業務については鉄道事業者に
よる施行が必要となるため、当該事業者を選定し
た。

10 管理課

大阪市天王寺区上本町6丁目1-
55
近畿日本鉄道株式会社
鉄道本部大阪統括部長　加藤千
明

京都線山田川・高の原間の橋
梁点検業務

役務 橋梁点検業務(３橋）
平成28年7月20日

～
平成29年3月31日

22,604,000 22,604,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の
規定による。

近鉄線跨線橋の点検業務について鉄道事業者によ
る施行が必要となるため、当該事業者を選定とし
た。
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11 管理課

京都市上京区丁子風呂町104-2
一般財団法人京都技術サポート
センター
理事長 神敏郎

平成２８年度　木津川市管理
橋梁定期点検業務委託

役務 橋梁点検業務(１５橋）
平成28年9月5日

～
平成29年3月31日

5,903,280 5,903,280

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の
規定による。

市町村管理橋梁の点検を一括して受託する京都技
術サポートセンターを契約相手方として選定し
た。

12 管理課
大阪市西淀川区佃4-7-3
株式会社荏原製作所西大阪支店
支店長　管野善幸

排水ポンプ車及びポンプユ
ニット
２８－管備－１

物品
排水ポンプ車　N=1台
ポンプユニット　N=1台

平成29年3月24日限 50,051,780 57,943,320

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号

一般競争入札に付したところ、入札参加者が１者
であったことから、当該参加者を契約の相手方に
選定した。
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